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は じ め に 

 

期 日 前 投 票 制 度 ・ 不 在 者 投 票 制 度 は 、 投 票 日 当 日 に 用 務 等 が あ る と 見 込 ま れ

る 選 挙 人 が 、 投 票 日 前 に お い て も 投 票 で き る よ う な 方 途 を 講 じ た 例 外 的 な 制 度

で あ り 、 選 挙 人 に 対 し で き る だ け 投 票 の 機 会 を 与 え よ う と す る 趣 旨 で 設 け ら れ

た も の で す 。  

そ の 一 つ の 方 法 と し て 、 都 道 府 県 選 挙 管 理 委 員 会 が 指 定 し た 病 院 や 老 人 ホ ー

ム 等 （ 指 定 施 設 ） に 入 院 又 は 入 所 中 の 選 挙 人 が 、 そ の 施 設 内 で 不 在 者 投 票 を 行

う こ と が 認 め ら れ て い ま す 。  

指 定 施 設 に お け る 不 在 者 投 票 は 一 般 投 票 と 異 な り 、 長 期 に わ た っ て 、 し か も

選 挙 管 理 委 員 会 の 管 理 す る 場 所 以 外 で 行 わ れ る こ と か ら 、 選 挙 の 自 由 公 正 の 確

保 、 投 票 の 秘 密 保 持 の た め 厳 格 な 事 務 手 続 が 定 め ら れ て い ま す 。  

不 在 者 投 票 管 理 者 と な る 指 定 施 設 の 長 に お か れ ま し て は 、 多 忙 な 本 来 の 職 務

の ほ か に 、 複 雑 で か つ 多 量 の 事 務 を 管 理 ・ 執 行 し て い た だ く わ け で す が 、 選 挙

の 重 要 性 を 十 分 認 識 さ れ 、 事 前 の 準 備 及 び 事 務 従 事 者 の 指 導 に 万 全 を 期 し 、 有

権 者 の 貴 重 な 投 票 が 無 効 と な ら な い た め に 格 段 の 御 配 慮 を お 願 い し ま す 。  

な お 、 事 務 処 理 上 疑 問 な 点 が あ り ま し た ら 、 最 寄 り の 市 町 村 選 挙 管 理 委 員 会

事 務 局 又 は 山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 へ お 問 合 せ い た だ い て 、 適 切 な 事 務 処

理 を さ れ ま す よ う お 願 い し ま す 。  

 

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局  
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凡 例 

 

法 ・ ・ ・ ・ 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 100 号 ）  

 

令 ・ ・ ・ ・ 公 職 選 挙 法 施 行 令 （ 昭 和 25 年 政 令 第 89 号 ）  

 



 

１  不在者投票と は 

 

 選挙における投票は、 原則と し て選挙人が「 選挙の当日、 自ら 投票所に行き、 選挙人名簿又はそ

の抄本の対照を経て、 投票をし なければなら ない」 と さ れており 、 投票用紙は「 選挙の当日、 投票

所において選挙人に交付さ れる」 こ と になっています。（ 法第 44 条第１ 項、 第 45 条第１ 項）  

 し かし 、 数多い選挙人の中には選挙期日（ 投票日） 当日に、 仕事に従事するこ と 、 病院に入院し

ているこ と 、 旅行するこ と 、 などが見込まれる人がいます。  

 期日前投票・ 不在者投票は、 こ のよう な人々のために、 投票日の前でも 投票できるよう に考えら

れた制度です。こ のう ち不在者投票は、不在者投票のできる人（ 法第 49 条）が一定の手続によって、

投票日の前にあら かじ め投票用紙の交付を受け、 投票日の前日までに法律で定めら れた場所で投票

する 制度です。  

 

２  指定施設と は 

 

 指定施設と は、 都道府県選挙管理委員会が指定し た病院、 老人ホーム、 原子爆弾被爆者養護ホー

ム、身体障害者支援施設、保護施設及び国立保養所のこ と です。（ 令第 55 条第２ 項、第４ 項第２ 号）  

※「 老人ホーム」 と は… 

老人福祉法（ 昭和 38 年法律第 133 号） 第５ 条の３ に規定する 老人短期入所施設、養護老人ホー

ム、 特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第 29 条に規定する有料老人ホーム 

 

３  指定施設で不在者投票をするこ と ができ る者は 

 

 指定施設で不在者投票のできる者は、 次のすべての条件を満たし ていなければなり ません。  

( １ )  選挙人であるこ と 。（ 法第 49 条）  

・  不在者投票をしよ う と する選挙の選挙権を有し ているこ と 。  

・  選挙人名簿に登録さ れているこ と 。  

( ２ )  指定施設に入院中又は入所中である こ と 。（ 令第 55 条第２ 項、 第４ 項第２ 号）  

( ３ )  投票日当日、 次のいずれか１ つに該当する見込みであるこ と 。（ 法第49 条第１ 項）  

① 疾病、 負傷、 妊娠、 老衰、 身体の障害若し く は産祷にあるため歩行が困難であるこ と 。（ 法

第 48 条の２ 第１ 項第３ 号）  

② 歩行が可能である 者については、 自分の登録さ れている 選挙人名簿の属する投票区の区域

外にある 指定施設に入院中又は入所中であるこ と 。（ 法第 48 条の２ 第１ 項第２ 号）  

( ４ )  県知事及び県議会議員選挙の場合に留意すべき事項 

同じ 県内に住所を有し 続けている選挙人については、 住所移転の回数により 区別せず、 市町

村を単位と し て２ 回以上住所を移し た場合にも 、 県知事及び県議会議員選挙の選挙権が認めら

れています。  

こ の場合、 投票は、 新住所地の選挙人名簿に登録さ れるまでの間は、 旧住所地においてする
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こ と になり ますが、 指定施設において不在者投票するために、 旧住所地の選挙管理委員会に対

して投票用紙等を請求する際には、 いずれかの市町村長の発行する「 引き続き県内に住所を有

する 旨の証明書」 を添付するか、 引き続き 当該都道府県の区域内に住所を有するこ と の確認を

申請し なければなり ませんので、 当該選挙人に「 引き続き県内に住所を有する旨の証明書」 を

取り 寄せさ せるか、 引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するこ と の確認を申請し てく だ

さ い。（ 令第 50 条第５ 項）  

 

４  不在者投票ができる期間は 

 

不在者投票ができる期間は、 選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から 選挙の期日（ 投票日） の

前日までです。  

また、 時間は午前８ 時 30 分から 午後５ 時までです。（ 法第 270 条）  

 

５  不在者投票管理者 

 

( １ )  不在者投票管理者と は 

不在者投票管理者（ 法第 49 条、 令第 55 条） と は、 不在者投票事務全般を管理し 執行する 人

のこ と で、 不在者投票は不在者投票管理者の管理のも と で行われなければなら ず、 不在者投票

管理者は不在者投票が選挙人の自由な意思で公正に行われる ために配慮し なければなり ません。 

その役目は不在者投票の場所において、 次のこ と を行う こ と です。  

① 不在者投票に関する手続のすべてについて最終的な決定を行う 。  

② 不在者投票事務に従事する人を指揮監督し 、 不在者投票事務全般を管理執行する。  

( ２ )  指定施設において不在者投票管理者と なる者は 

指定施設における 不在者投票については、 原則と し て指定施設の長が不在者投票管理者にな

り ます。（ 令第 55 条第２ 項、 第４ 項第２ 号）  

こ の場合、 当該選挙の選挙権の有無にかかわら ず当然に不在者投票管理者と なり ます。 し た

がって、不在者投票管理者たる 指定施設の長がその職務を職員等に委任するこ と はでき ません。

ただし 、次の場合には、当該指定施設の規定により 当該指定施設の長の職務を代理すべき者（ 病

院の例： 病院長の職務を代理する者） が不在者投票管理者と なり ます。  

① 指定施設の長が候補者と なった場合（ 令第 55 条第８ 項、 第９ 項）  

候補者と し ての身分を有する期間に行われるすべての選挙にわたって適用さ れ、 候補者と

なっている選挙に限ら れません。  

② 指定施設の長が外国人である場合（ 令第 55 条第８ 項、 第９ 項）  

③ 指定施設の長に事故があったり 欠けた場合（ 令第 55 条第９ 項）  

なお、不在者投票管理者たる 指定施設の長と の連絡体制が整っている等、実質的に不在者投

票管理者によ る管理が及んでいるのであれば、投票の際、投票場所に指定施設の長が実在し な

く ても 差し 支えあり ません。  
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( ３ )  不在者投票管理者が管理する主な仕事は 

① 入院又は入所中の選挙人の依頼によって、 その選挙人に代わって不在者投票の用紙及び封

筒の交付を、 その選挙人が登録さ れている 選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に請

求するこ と 。（ 令第 50 条第４ 項）  

② ①によって投票用紙等の交付を受けたと きは、 こ れを選挙人に渡すこ と 。（ 令第 53 条第４

項）  

③ 選挙人が不在者投票をする際に投票用紙、 不在者投票用封筒及び不在者投票証明書（ 個人

で請求し た場合のみ） を点検するこ と 。（ 令第 58 条第１ 項、 第２ 項）  

④ 選挙人が不在者投票をする 際に選挙権を有する 立会人を選び、 立ち会わせる こ と 。（ 令第

58 条第３ 項において準用する 令第 56 条第３ 項）  

※立会人については「 ６  不在者投票における 立会人」（ ４ ページ） に説明があり ます。  

⑤ 不在者投票記載場所の設備をするこ と 。（ 令第58 条第４ 項において準用する 令第 32 条）  

⑥ 選挙人から 代理投票の申請を受けた際にその許否を決定するこ と 。（ 令第 58 条第４ 項にお

いて準用する令第 56 条第４ 項）  

⑦ 不在者投票をその選挙人が登録さ れている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に

送致する こ と 。（ 令第 60 条第１ 項）  

※事務の具体的な内容については「 ９  不在者投票の手続」（ ７ ページ） に説明があり ます。 

以上の仕事は、 すべて不在者投票管理者の管理のも と で行われるも のですから 、 ①～⑦につ

いて実際の事務を職員が行う にあたっては、 不在者投票管理者たる指定施設の長の文書決裁を

受け、 その文書を保管する必要があり ます。  

( ４ )  不在者投票管理者が留意すべき事項は 

① 不在者投票は投票日の前に選挙人に投票さ せる例外的な制度ですから 、 その取扱いは厳格

にし 、 前も って分担事務全体の処理について計画を立て、 選挙人に対し て不在者投票の方法

を周知する（ 周知例は 25 ページ参照） など、スムーズに事務処理ができるよう に検討し てく

ださ い。 その際、「 不在者投票事務チェッ ク 表」（ 26 ページ） を活用く ださ い。  

② 勘や過去の経験ばかり に頼ら ず、 常に法規・ 実例・ 判例等に根拠をおいて、 的確に処理し

てく ださ い。 疑わし い点については、 県や市町村の選挙管理委員会事務局にお問合せく ださ

い（ 問合せ先は 27、 28 ページ参照）。  

③ 投票の際に立会人等から 候補者の氏名を示唆さ れ、 ある いは記載中にのぞかれる等の投票

干渉を受けると いう ト ラ ブルが生じ ないよ う 、 事務の管理執行にあたっては、 自由・ 公正・

平等をモッ ト ーと し 、 投票の秘密保持に万全を期し 、 選挙人に不安を抱かせるこ と のないよ

う 配慮願います。  

④ 不在者投票管理者、 不在者投票の立会人及び代理投票の補助者については、 法第 255 条の

規定によ り 職権濫用による選挙の自由妨害罪、 投票の秘密侵害罪、 投票偽造罪、 立会人の義

務僻怠罪等の罰則の適用があり ますので、 いやしく も こ れら の罰則に触れるこ と のないよ う

に注意すると と も に、 不在者投票の違法な管理執行によ って選挙が無効と さ れるこ と のない

よ う に十分留意く ださ い。  
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⑤ 不在者投票管理者は、 不在者投票に関し 、 その者の業務上の地位を利用し て選挙運動をす

るこ と ができません。（ 法第 135 条第２ 項）  

 

６  不在者投票における立会人 

 

( １ )  不在者投票における立会人と は 

投票所において投票に立ち会い、 投票が公正に行われるよう に監視する役割を持つのが、 立

会人です。 不在者投票についても 立会人の立会いは必要で、 立会いのないと こ ろで行われた不

在者投票は無効と なり ます。  

( ２ )  指定施設において不在者投票の立会人と なる 者は 

不在者投票管理者が、 選挙権を有する者を最低１ 人立会人と し て選任し ます。  

（ 令第 58 条第３ 項において準用する令第 56 条第３ 項）  

こ の立会人と し て必要な要件は、 単に選挙権を有すれば足り るのであって、 必ずし も 住所要

件等その不在者投票が行われる選挙の選挙権の要件すべてを具備し ているこ と を要し ません。  

また、 立会人は不在者投票管理者や不在者投票事務従事者が兼任したり 、 代理投票の補助者

と 兼ねるこ と はできません。  

( ３ )  不在者投票における公正確保等（ 外部立会人の選任）  

   不在者投票管理者は、 市町村選挙管理委員会が選定し た者（ 外部立会人） を投票に立ち会わ

せる などの方法によ り 、 不在者投票の公正な実施の確保に努めなければなら ないこ と と さ れて

います（ 法第 49 条第 10 項） ので、 外部立会人の選任について積極的に検討し てく ださ い。  

   指定施設において外部立会人の選任を希望する場合は、 施設所在地の市町村選挙管理委員会

事務局に連絡し 、希望日時等を伝え外部立会人の選定を依頼し てく ださ い。（ 市町村選挙管理委

員会における 選定には時間を要し ますので、 日程に余裕をも った連絡をお願いし ます。）  

   外部立会人の選任等に係る詳細な手続については、 別添パンフレッ ト 「 不在者投票の公正な

実施確保に向けた外部立会人選任等の手続について」 を確認し てく ださ い。  

( ４ )  立会人の職務は 

立会人は、 不在者投票の手続の全般にわたって立ち会い、 不在者投票が公正に行われている

か監視し ます。 し たがって、 立会人が選挙人に対し て候補者の氏名を示唆する等、 投票干渉と

の疑惑を受けるよう な行為をし てはいけません。  

また、 公正に行われた投票について、 投票用紙を入れ封をさ れた不在者投票用外封筒の裏面

に署名（ 自署） し ます。 こ の署名がない不在者投票は、 選挙当日投票管理者において不受理と

さ れますので注意し てく ださ い。  

 

７  投票場所等の設備 

 

( １ )  不在者投票管理者は、 投票場所において選挙人が投票を記載する場所（ 以下「 投票記載場

所」 と いう 。） について、他人が選挙人の投票記載を見るこ と ができないよう に投票の秘密を保
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持し 、 また投票用紙の交換その他の不正が行われるこ と を防止するために、 相当の設備をし な

ければなり ません。（ 令第 58 条第４ 項において準用する令第 32 条）  

( ２ )  投票場所の設備は、 別紙図２ （ 16 ページ） を参考にし てく ださ い。  

( ３ )  投票場所に候補者の氏名等を記載し たポスタ ー等の文書が掲示してあると きは、 こ れを撤

去し なければなり ません。  

( ４ )  たと え投票する 選挙人の便宜を図る ためであっても 、 投票場所及びその周辺に候補者の氏

名等を掲示するこ と はできません。（ 令第 125 条の 4）  

  また、 次の点についても 御留意く ださ い。  

  ・  投票場所の中において、 施設職員が候補者氏名等の記載さ れた文書を提示又は掲示する

こ と や候補者氏名等を口述するこ と は、 選挙人への便宜を図るためであっても 、 結果と し

て違法な手段によ る選挙運動及び投票の誘導・ 干渉と なるおそれがあるこ と から 差し 控え

てく ださ い。  

・  選挙人が候補者の氏名を忘れないよう に候補者氏名等が記載さ れた文書（ 選挙運動用ビ

ラ や選挙公報など） を自発的に投票場所に持ち込むこ と は、 不在者投票管理者（ 各指定施

設の長） が、 他の選挙人に対する投票の誘導・ 干渉と なら ないと 認める場合においては、

差し 支えあり ません。  

  ・  選挙公報や自作の候補者等の氏名が記載さ れた書類等を施設の廊下や掲示板などに掲示

する行為は、 選挙運動用文書図画の掲示について制限する公職選挙法に抵触するおそれが

あるこ と から 差し 控えてく ださ い。  

・  選挙人への便宜を図る目的で、 施設が選挙公報や新聞記事の切り 抜きを投票場所でない

と こ ろ（ 例えば、 投票場所入口近く の廊下） に置いておき、 選挙人が各自で閲覧でき る状

態にし ておく こ と は差し 支えあり ませんが、 選挙公報を加工し 特定の候補者の部分を強調

し たり 、 特定の候補者に係る新聞記事のみを用意し たり するなど、 公平性を欠く よう な態

様と なら ないよ う 御留意く ださ い。  

  

８  不在者投票事務のあら まし  

 

 指定施設における不在者投票の手順のあら まし は、 次ページの図１ のよう になっています。
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９  不在者投票の手続 

 

( １ )  投票用紙等の請求の方法は 

① 次のいずれかの方法により 、 各選挙人が登録さ れている 選挙人名簿の属する 市町村選挙管理

委員会委員長あて、 選挙期日の前日までに直接又は郵便等によ って行う こ と と なっています。

なお、 投票用紙等の請求は、 必ず、 選挙人の意思に基づいて行ってく ださ い。  

( ｱ)  本人が請求 

( ｲ)  指定施設の長が選挙人から の依頼に基づいて選挙人に代わって請求（ 選挙人の意思を確認

し 、 依頼書（ 別紙記載例１ －１ （ 17 ページ）、 １ －２ （ 同） 参照） を作成・ 保管するこ と 。  

請求は選挙期日の公示（ 告示） 日前であっても 行う こ と ができますが、 こ の場合、 選挙管

理委員会から 投票用紙等が交付さ れるのは選挙期日の公示（ 告示） 日の翌日（ 郵便等をも っ

て発送する場合は、公示（ 告示） 日前において市町村選挙管理委員会の定める日） 以後（ ※）

と なり ます（ 令第 53 条第１ 項）。  

なお、 依頼書は選挙人の自書によるこ と が望ましいも のです（ 施設内における不在者投票

が有効に行われたこ と を争訟の際に立証する貴重な資料と なり 得る ため）。 自書する こ と が

困難な選挙人については代筆でも 構いませんが、 依頼書の余白にその旨を記録し ておいてく

ださ い。  

② 請求に必要な文書 

( ｱ)  本人請求の場合 

○ 一般の請求 

・  宣誓書兼投票用紙等請求書（ 別紙記載例２ （ 18 ページ） 参照）  

○ 山形県内で他の市町村に住所を移し た選挙人が、 県知事又は県議会議員選挙において不

在者投票をすると きの請求（ １ ページ３  参照）  

・  宣誓書兼投票用紙等請求書（ 別紙記載例２ （ 18 ページ） 参照）  

・  引き続き 県内に住所を有する旨の証明書（ いずれかの市町村長が発行） ＊ 

＊引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するこ と の確認を申請する場合には「 引き続

き県内に住所を有する旨の証明書」 は不要です。 こ の場合には、 宣誓書兼投票用紙等請

求書の「 □ 引き 続き 山形県内に住所を有する こ と の確認申請を行う 」 の□にレ印を記

入し てく ださ い。  

※点字で投票する 場合は、 その旨を当該市町村選挙管理委員会委員長に申し 立ててく ださ い。 

( ｲ)  指定施設の長による代理請求の場合 

○ 一般の請求 

・  投票用紙等請求書（ 別紙記載例３ （ 19 ページ） 参照）  

○ 山形県内で他の市町村に住所を移し た選挙人が、 県知事又は県議会議員選挙において不

在者投票をすると きの請求（ １ ページ３  参照）  

・  投票用紙等請求書（ 別紙記載例３ （ 19 ページ） 参照）  

・  引き続き 県内に住所を有する旨の証明書（ いずれかの市町村長が発行） ＊ 
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＊引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するこ と の確認を申請する場合には「 引き続

き県内に住所を有する旨の証明書」 は不要です。 こ の場合には、 投票用紙請求書の備考

欄に「 引続居住」 と 記載し てく ださ い。  

※点字で投票する 場合は、 投票用紙等請求書の備考欄にその旨を記載し てく ださ い。  

( ２ )  不在者投票の方法 

① 不在者投票をさ せる前にし なければなら ないこ と は 

( ｱ)  投票用紙等の点検 

不在者投票管理者は、 選挙人にその投票用紙等を提示さ せ、 所定のも のである かどう か、

選挙人である かどう かを確認し てく ださ い。（ 令第 58 条第１ 項）  

( ｲ)  投票用紙に候補者の氏名等がすでに記載し てある場合の措置 

投票用紙に候補者の氏名等がすでに記載し てある場合は、 不在者投票管理者は、 選挙人に

投票用紙等を返還し 、 選挙人の名簿登録地の選挙管理委員会委員長に、 その投票用紙と 引換

えに再交付の請求をさ せた上、 所定の不在者投票を行わせてく ださ い。  

( ｳ)  不在者投票証明書の点検（ 令第 58 条第２ 項）  

( a)  選挙人が自分で投票用紙等を請求し たも のであると きは、 不在者投票証明書を封筒の

まま提出さ せ、 その封筒が開披さ れていないかどう かを点検してく ださ い。  

( b)  不在者投票証明書の封筒が開披さ れていると き は、 選挙人が誤って開披し たのかどう

かを問わず、 投票をさ せるこ と はできません。  

( c)  不在者投票をする 指定施設と 不在者投票証明書に記載さ れている、 投票をし よ う と す

る指定施設の名称と が一致し ないと きは、 選挙人にその理由を聞き、 正当な理由があると

きには投票さ せるこ と ができます。  

( d)  選挙の公示又は告示の日の翌日前に投票の申出があっても 、 投票さ せる こ と はでき ま

せんので公示又は告示の日を確認し てく ださ い。  

② 投票する と き の手続（ 令第 58 条第１ 項）  

( ｱ)  投票記載場所において、投票用紙に候補者１ 人の氏名（ 衆議院比例代表選挙の場合は１ つ

の名簿届出政党等の名称又は略称、 参議院比例代表選挙の場合は候補者名簿に記載さ れた候

補者１ 人の氏名又は１ つの名簿届出政党等の名称若し く は略称） を自書さ せ、 こ れを不在者

投票用内封筒に入れて封をさ せ、 さ ら に不在者投票用外封筒に入れて封をさ せた上、 外封筒

の表面に署名（ 別紙記載例４ －１ （ 20 ページ） 参照） さ せて提出さ せてく ださ い。  

( ｲ)  不在者投票用外封筒の署名を忘れたり 、不在者投票管理者等が選挙人に代わって氏名を記

載し てはなり ません。  

( ｳ)  不在者投票用外封筒の署名の下に捺印をすると か、不在者投票用封筒を、印をも って封鍼

する必要はあり ません。  

( ｴ)  点字投票があったと きの不在者投票用外封筒の表面の署名は、不在者投票用内封筒を不在

者投票用外封筒に入れる前に点字で打たせてく ださ い。  

( ｵ)  代理投票を希望する者がいる と き 

( a)  選挙人が心身の故障その他の事由によ り 候補者の氏名（ 名簿届出政党等の名称又は略称）
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を自書するこ と ができ ないと き は、 その申請により 代理投票をさ せるこ と ができます。  

( b)  代理投票をさ せる場合、 不在者投票管理者は立会人の意見を聞いて、 投票の事務に従事

する者のう ちから 補助者２ 人を選任し 、 その１ 人を代理投票の立会人と し 、 他の１ 人を代

理記載人と し 投票記載場所で選挙人の指示する 候補者の氏名（ 名簿届出政党等の名称） を

記載さ せ、 こ れを選挙人に確認さ せたう え、 不在者投票用内封筒に入れて封をし 、 さ ら に

不在者投票用外封筒に入れて封をし たう え、 外封筒の表面に選挙人の氏名を記載さ せて直

ちに提出さ せてく ださ い。  

したがって、 候補者の氏名（ 名簿届出政党等の名称又は略称） の記載及び外封筒の表面

への選挙人の氏名記載等は、 補助者が行ってく ださ い（ 別紙記載例４ －２ （ 21 ページ） 参

照）。なお、不在者投票の立会人が補助者と なる こ と はできませんので注意し てく ださ い。

また、 代理投票をさ せたと きは、 代理投票（ 仮投票） 者名簿を作成し てく ださ い。（ 別紙

記載例５ （ 22 ページ） 参照）  

    ( c)  代理投票をさ せる場合には、 投票の秘密保持に十分配慮し、 一人ひと り 入室さ せる等の

方策を講じ てく ださ い。  

( d)  代理投票の事由がないと 不在者投票管理者が認めたと きは、 立会人の意見を聞いて代理

投票を拒否するこ と ができます。  

( e)  代理投票を拒否さ れた選挙人に不服がある と き 又は代理投票をさ せる こ と について立

会人に異議があると き は、 代理投票の仮投票をさ せるこ と になり ます。 代理投票の仮投票

の場合は、 代理投票の補助者のう ち投票用紙に候補者の氏名（ 名簿届出政党等の名称又は

略称） を記載し た者にその者の氏名を不在者投票用外封筒の表面左下段に記載さ せて提出

さ せてく ださ い。（ 別紙記載例４ －２ （ 21 ページ） 参照）  

なお、 代理投票の仮投票をさ せたと きは、 代理投票（ 仮投票） 者名簿を作成し てく ださ

い。（ 別紙記載例５ （ 22 ページ） 参照）  

( ｶ)  ベッ ド の上で投票できる か 

原則と し てベッ ド の上で不在者投票をする こ と はできませんが、 重病人等歩行困難な選挙

人の投票については、 不在者投票管理者の管理下で、 立会人の立会いがある限り 、 ベッ ド の

上でする こ と も できます。 こ の場合においては、 投票の秘密保持に十分注意を払い、 また投

票の取扱いを慎重にし なければなり ません。  

 

10 不在者投票の送致 

 

不在者投票管理者は、 選挙人から 投票を受け取った場合においては、 不在者投票用外封筒の裏面に

投票の年月日及び場所を記載し 、 こ れに自己の職名及び氏名を記載（ ゴム印等を使用し ても 差し 支え

あり ません。） し 、 かつ、 立会人自身に署名（ ゴム印等は使用でき ません。 必ず自署し てく ださ い。）

（ 別紙記載例４ －１ （ 20 ページ）、 別紙記載例４ －２ （ 21 ページ） 参照） さ せ、 不在者投票証明書が

ある 場合はそれと と も に他の適当な封筒に入れて封をし 、 その表面に投票が在中する 旨を明記し 、 そ

の裏面に記名して印を押し 、 直ちにこ れを選挙人が登録さ れている選挙人名簿の属する市町村の選挙
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管理委員会の委員長に送致し 、又は郵便をも って送付し なければなり ません（ 令第 60 条）。こ の場合、

投票の年月日及び場所の記載、不在者投票管理者の記名、立会人の署名をするこ と を忘れたり すると 、

その投票は受理さ れないこ と と なり ますので注意し なければなり ません。  

また、 代理投票（ 仮投票を含む。） をさ せた場合には、 あわせて代理投票（ 仮投票） 者名簿（ 別紙記

載例５ （ 22 ページ） 参照） を送付し てく ださ い。  

なお、 投票は、 選挙の当日投票所を閉鎖する時刻までに投票管理者のも と に届かなければなり ませ

ん。「 速達」 や「 レターパッ ク 」 を利用するなどして、 確実に期限までに到達するよう 、 余裕をも った

手続をと ってく ださ い。  

  

11 投票用紙等の返還 

 

投票用紙等の請求を行ったがその後何ら かの事由によ り 投票をし なかった選挙人がある場合や、 選

挙人に投票の意思がないこ と が明ら かな場合などは、 白票を投じ さ せるのではなく 棄権扱いと し 、 そ

の者の投票用紙等は、 必ず選挙人が登録さ れている選挙人名簿の属する市町村選挙管理委員会に返還

し てく ださ い。  
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12 所要経費について 

 

 (１ )  不在者投票特別経費について 

指定施設で不在者投票の事務を行っていただく 場合には、 投票用紙等の請求や投票し た用紙を

送付し ていただく など、 いろいろと 経費がかかるわけですが、 こ れに要する経費と し て不在者投

票を完了した選挙人１ 人につき 1, 236 円をお支払いするこ と と なっています。  

こ の経費の算定基礎は、 不在者投票を完了し た選挙人の人数ですので、 投票用紙等の交付があ

っても 投票せずに投票用紙を返還し た選挙人の人数については、 算定基礎と はなり ませんので注

意し てく ださ い。  

請求する 際には、 不在者投票特別経費請求書により 、 選挙期日後１ 週間以内に下記に掲げる各

選挙管理委員会事務局( 地方事務局) まで請求し てく ださ い（ 別紙記載例６（ 23～24 ページ）参照）。 

 

選 挙 の 種 類 請    求    先 請求書の送付先 

衆 議 院 議 員 総 選 挙 

参 議 院 議 員 通 常 選 挙 

○県内の指定施設入院（ 入所） 者分 

山形県知事 

山形県選挙管理委員会各地方

事務局 

○県外の指定施設入院（ 入所） 者分 

施設所在の都道府県知事 

各都道府県選挙管理委員会事

務局 

山 形 県 の 国 会 議 員 の 

補 欠 （ 再 ） 選 挙 

山 形 県 知 事 選 挙 

山 形 県 議 会 議 員 選 挙 

山形県知事 

（ 県内施設）  

山形県選挙管理委員会各地方

事務局 

（ 県外施設）  

山形県選挙管理委員会事務局 

他都道府県の国会議員の

補 欠 （ 再 ） 選 挙 

他 都 道 府 県 の 知 事 ・  

議 会 議 員 選 挙 

当該都道府県の知事 
各都道府県選挙管理委員会事

務局 

市 町 村 長 選 挙 

市 町 村 議 会 議 員 選 挙 
当該市町村の長 

各市町村選挙管理委員会事務

局 

 

※ 衆議院議員総選挙・ 参議院議員通常選挙については、 選挙人の住所が他の都道府県の場合であっ

ても 、 県内の施設に入院（ 入所） し ていれば山形県から 経費をお支払いしますので、 山形県知事あ

て請求し てく ださ い。  

 

 (２ )  外部立会人を投票に立ち会わせるために要する 経費 

   市町村選挙管理委員会が選定し た外部立会人を投票に立ち会わせ、 不在者投票管理者から 外部

立会人に謝金等を支払った場合、 所定の手続を経て、 その費用を請求するこ と ができます。  

外部立会人に要する経費の支払等に係る詳細な手続については、 別添パンフレッ ト 「 不在者投

票の公正な実施確保に向けた外部立会人選任等の手続について」 を確認し てく ださ い。  
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13  よ く ある質問等 

問１  指定老人ホームでショ ート ステイ 中の者は、 不在者投票事由に該当すれば、 一般の

入所者と 同様に不在者投票を行えるか。  

 

答 行える。  

 

問２  市内在住の歩行可能なアルコール中毒患者が入院し ている が、 こ の者は不在者投票

ができる か。  

 

答 医師の診断によ り 、 当該患者が、 選挙当日歩行そのも のは可能だが、 １ 人で目的地に

たどり 着き 、 また出発地に戻れる かどう か確信の持てない病状であると 見込まれれば、

歩行が著しく 困難な者に含めて、 当該病院で不在者投票さ せてよ い。  

 

問３  指定老人ホームに併設さ れているグループホーム・ デイ サービスセンタ ーの利用者

も 、 不在者投票事由に該当すれば、 不在者投票を行えるか。  

 

答 グループホーム等は、 指定施設と なる こ と ができない施設なので、 投票さ せるこ と はで

きない。  

 

問４  市長選挙と 市議会議員選挙が同時に行われる場合、 入所者が、 市長選挙のみ投票し

たいと 申し 出たと き、 市長選挙のみの投票用紙等の請求はできるか。  

 

答 できる。  

 

問５  入院・ 入所中の者の投票意思の確認は、 各室を廻って一人ひと り に行わなければな

ら ないか。  

 

答 入院患者・ 入所者全員に対し て意思の確認ができる 方法であれば、 各室を廻る 方法のほ

か、 掲示板等に選挙期日と 不在者投票を行う 場合の申出方法を掲示する 等の方法によ って

も 差し 支えない。  

なお、 投票は選挙人の自由な意思によ って行われなければなら ないため、 投票意思の確

認にあたっては、 投票への参加又は不参加を強いる よう な表現と なら ないよ う 十分留意す

るこ と 。  

 

問６  指定施設独自の判断によ り 、 選挙人から の依頼によら ず投票用紙等を請求、 または

依頼があっても 請求し ないこ と はできるか。  
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答 投票用紙等の請求は選挙人から の依頼に基づく ので、 できない。  

 

問７  指定施設の職員を立会人に選任する こ と に問題はあるか。  

 

答 立会人は「 選挙権を有する者」 であればよ いが、 不在者投票管理者は、 市町村選挙管理

委員会が選定し た者（ 外部立会人） を投票に立ち会わせる などの方法によ り 、 不在者投票

の公正な実施の確保に努めなければなら ない（ 法第 49 条第 10 項） こ と と さ れている ので、

外部立会人の選任について積極的に検討するこ と 。  

  ※ 選任等の具体的な事務内容については「 ６  不在者投票における 立会人  ( ３ )  不在者

投票における公正確保等（ 外部立会人の選任）」（ ４ ページ） を参照のこ と 。  

 

問８  外部立会人を投票に立ち会わせるために要する経費と して、 謝金等を支払ったう え

で請求するこ と ができるのは、 どのよ う な者を立会人と して選任した場合か。  

 

答 請求できる のは、 正規の手続によ り 市町村選管が選定し た外部立会人にかかる 経費のみ

である。 したがって、 指定施設が独自に選任し た立会人にかかる経費は請求でき ない。  

 

問９  特定の日時を定めて、 一括し て投票さ せるこ と には問題がある か。  

 

答 特段問題はないが、 定めら れた日時以外の日であっても 、 法で定めら れた不在者投票の

でき る期間内に選挙人から 申出があれば、 投票さ せなければなら ない。  

 

問 10 投票場所には、 投票箱や投票記載台を必ず設置し なければなら ないか。  

 

答 法律上設置は義務付けら れてはいないが、 選挙の公正に疑義をも たれる こ と のないため

にも 設置するこ と が望まし い。 県選管地方事務局又は市町村選挙管理委員会事務局の貸与

制度を活用さ れたい。  

また、 投票記載台を設置せず通常の机を使用する場合には、 投票の秘密保持に十分配慮

し、 ついたて等で周囲から 遮断し たり 、 一人ひと り 入室さ せる等の方策を講じ る こ と 。  

 

問 11 候補者の氏名等を記載し た一覧表を作成し、 投票場所に掲示するこ と はできるか。 

 

答 投票場所のみなら ず、 投票場所以外の場所であっても 、 できない。  

なお、 投票場所でないと こ ろ（ 例えば、 投票場所入口近く の廊下） に選挙公報若し く は

立候補届出の告示又は新聞の切り 抜きを置く こ と は差し 支えない。（ 特定候補者の氏名等を

赤で囲う などする こ と ができないこ と は、 言う までも ない。）  
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こ のほか、 氏名等が記載さ れた文書図画の取扱い等については、「 ７  投票場所等の設備  

( ４ ) 」（ ５ ページ） を参照のこ と 。  

 

問 12 不在者投票に来た選挙人から「 立候補者の氏名がわから ない」 と 言われた際に、 事

務従事者が教える こ と はできるか。  

 

答 投票誘導、 投票干渉にあたるおそれがあるので、 できない。  

（ なお、 問 11 を参照のこ と 。）  

 

問 13 代理投票において、 選挙人が認知症、 精神障がいのため、 投票しよ う と する候補者

の氏名等が確認できない場合、 どのよう に対処すべきか。  

 

答 投票の意思があっても 候補者の氏名等を示すこ と ができない選挙人については、「 わから

ないから 、 何も 書かないで投票し てよ いか」 を確認のう え、 それでよ い場合は何も 記載し

ないで封筒に入れる。 代理投票補助者が候補者の氏名等を述べたり 、 候補者の氏名等が掲

載さ れた新聞等を指し 示すこ と はできない。  

なお、 選挙人が示し た氏名等が候補者等以外のも のであっても 、 そのと おり に記載し 、

代理投票補助者が候補者の氏名等を類推し て記載するこ と はできない。  

 

問 14 代理投票において選挙人が、（ 選挙人が持参し た） 候補者の氏名等を掲載し た新聞

記事等を指さ し て候補者等を指定する場合には、 投票さ せてよいか。  

 

答 指さ すこ と が本人の意思によ るも のと 認めら れるのであれば、 できる。  

 

問 15 投票用紙等を請求し たが、その後投票の意思がみら れなく なった選挙人は、棄権と

解釈し てよいか。  

 

答 結果と し て投票を行わなかった場合は、 当然棄権と なる。  

なお、 当該者の投票用紙等は交付さ れた市町村選管に返還する こ と 。 また、 当該者に係

る不在者投票特別経費は交付さ れない。  

 

問 16 指定施設内の不在者投票で、 A市の選挙人が投票用紙を B市の外封筒に入れて封を

し た。 B市の選挙人はまだ投票をし ていないが、 どう すればよいか。  

 

答 A市、 B市両方で、 投票用紙と 封筒を交換交付し ても ら い、 再度投票を行う 方法によ ら れ

たい。  
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問 17 特別養護老人ホームにおける多床室及びユニッ ト 型の施設など、同一の所在地にあ

り ながら 、 県選管から 別々の施設と し て指定を受けている 場合の投票場所はどう す

ればよいか。  

 

答 不在者投票の管理に支障が出ないよ う 、 各施設と し て別々の投票場所を設ける のが原則

である が、 施設の長の管理が及んでおり 、 かつ相当の設備があり 、 別々に適正な管理執行

ができ ると いう 前提の下、 各施設の入所者に対し 同一の投票場所で投票さ せるこ と も でき

る（ 下記「 表」 参照）。  

表（ 同一所在地にある複数施設での不在者投票の整理）  

 異なる日時 同じ 日時 

異なる 会場 ○(＊１ ) △(＊２ ) 

同じ 会場 △(＊３ ) ×(＊４ ) 

 

※１  選挙人の混在を防ぐこ と ができ、不在者投票の管理に万全を期するこ と ができる 最も 望

まし い方法。  

 
※２  不在者投票を短時間で行う こ と ができるが、複数会場と なるため一時的に多く の事務従

事者が必要と なる 方法。 なお、 投票場所が近接する場合には、 選挙人が混在し ないよう に

注意を要する 。  

 
※３  比較的少数の事務従事者で行う こ と ができる が、不在者投票に時間がかかる方法。なお、

各施設の不在者投票時間の間隔を十分に確保し 、 選挙人が混在し ないよ う に注意を要す

る。  

    例： Ａ施設の不在者投票時間  9: 00～10: 00 

Ｂ 施設の不在者投票時間 10: 30～11: 30 

 

※４  複数施設の不在者投票を同時刻・ 同会場で行う こ と は、 選挙人が混在する こ と と なり 、

不在者投票の適正な管理ができないため、 認めら れない。  

 

 

問 18 不在者投票の指定施設と なっている病院が、 新型コロ ナウイルスや季節性イ ンフル

エンザへの対応等によ り 人員不足になっているこ と を理由に不在者投票の事務を拒

否するこ と はでき るか。  

 

 答 人員不足を理由に拒否するこ と はできない。
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図２  

不在者投票場所 

○不在者投票管理者 

選挙人から 提出さ れた投票

を受け取ったと きは、投票用

外封筒の裏側に 

・ 投票の年月日 

・ 投票場所 

・ 不在者投票管理者の職氏名

（ 必ずし も 自署を要し ない）

を記載し 、 立会人に署名（ 必

ず自署のこ と ） さ せる 。  

 投票用外封筒と 不在者投

票証明書（ 不在者投票証明書

については名簿登録地の選

管委員長に選挙人自ら が請

求し た場合に限る） を他の適

当な封筒に入れて封をし 、そ

の表面に投票が在中する 旨

を明記し 、さ ら にその裏面に

記名押印し て直ちに選挙人

の属する 市町村の選管委員

長に送致する 。  

○立会人 

・ 投票用外封筒の裏面に署

名（ 自署） する。  

・ 立会人は選挙権（ 必ずし

も 当該選挙の選挙権に限

ら ない） を有する者でな

ければなら ない。  

・ 立会人は１ 人でも 差し 支

えない。  

・ 不在者投票管理者と 立会

人と は兼ねる こ と ができ

ない。  

・ 投票用紙に自ら 候補者１

人の氏名（ １ つの名簿届

出政党等の名称） を記載

し 、 投票用内封筒に入れ

て封をし たう え、 外封筒

に入れて封をし 外封筒の

表面に署名（ 自署） のう

え、 不在者投票管理者に

提出する。  

・ 選挙人の署名のないも の

は、 投票当日投票管理者

のも と で不受理と さ れる

ので注意を要する。  

・ 重病人の場合等歩行困難

な者の投票については、

不在者投票管理者の管理

下で立会人の立会いがあ

る 限り 、 ベッ ド の上でも

なし 得る。  

・ 点字投票の場合には、

投票用紙に「 点字投

票」 の印刷及び点字

シールが貼付し てあ

る。  

○交付（ 庶務） 係 

・ 不在者投票処理簿によ

り 選挙人を確認し 、 投

票用紙、 投票用封筒

（ 外封筒、 内封筒） を

交付する。  

・ 代理投票をし たい旨の

申請があったと きは、

その旨不在者投票管

理者に告げ、 その決定

に従う 。  

・ 不在者投票処理簿に所

定事項を記載する。  

○代理投票補助者 

・ 不在者投票管理者は立

会人の意見を聞いて、

投票の事務に従事す

る 者のう ち から 補助

者２ 人を選任する。  

・ 代理投票、 代理投票の

仮投票の際に２ 人で

その補助にあたり 、 う

ち １ 人が代理記載人

と なる。  

・ 代理記載人は選挙人の

指示する 候補者の氏

名（ 名簿届出政党等の

名称） を選挙人に代わ

って記載し 、 も う １ 人

はこ れに立ち会う 。  

・ 代理記載人は記載の終

わっ た 後に記載内容

を確認のう え、 不在者

投票用内封筒に入れ

て封をし 、 さ ら に外封

筒に入れて 封を し た

後、 外封筒表面の「 投

票者」 欄に選挙人の氏

名を 選挙人に代わっ

て記載し 、 も う １ 人は

こ れに立ち会う 。  

・ 代理投票の仮投票の場

合には、 こ のほか、 代

理記載人は不在者投

票用外封筒表面の「 代

理投票の仮投票にお

ける 代理記載人氏名」

欄に代理記載人本人

の氏名を記載する。  

投票記載場所 

 

立会人 不在者投票管理者 

投票箱 

交

付

係 

投票記載台 点字・ 代理

投票記載台 

出 口 入 口 

代

理

投

票

補

助

者 
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記載例１ －１  

依 頼 書 

 

私（ 私達） は、 令和○○年○○月○○日執行の○○選挙の投票を当病院（ 施設） において行いたいの

で、 投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求し てく ださ るよ う 依頼いたし ます。  

令和○年○月○日 

 

選挙人名簿に記載さ れている住所 選挙人氏名 生年月日 

○○市○○町○－○○ 松波 太郎 昭和○年○月○日 

○○市○○町○○○ 大山 花子 昭和○年○月○日 

 
  

    

   

○○病院（ 施設） 長 殿 

 

 

 

記載例１ －２  

依 頼 書 

○○病院（ 施設） 長 殿 

 

私は、 令和○○年○○月○○日執行の○○選挙の投票を当病院（ 施設） において行いたいので、 投票

用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求し てく ださ るよ う 依頼いたし ます。  

令和○年○月○日 

 

選挙人名簿に記載さ れている住所  ○○市○○町○－○○ 

選 挙 人 氏 名  松波 太郎 

性 別  男 

生 年 月 日  昭和○年○月○日 

 

・ 選挙人の自書による こ と が望まし いも のです。  

・ 自書するこ と が困難な選挙人については代筆でも 構いませんが、

依頼書の余白にその旨を記録し ておいてく ださ い。  

例）  

自書困難のため 

何某代筆（ ○/○）  
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記載例２  

宣誓書兼投票用紙等請求書 

私は、 令和○○年○○月○○日執行の○○○○選挙の当日、 下記のいずれかの期日前投票又は不

在者投票の事由に該当する見込みであり 、 真実に相違ないこ と を誓いますので、 投票用紙又は投票

用紙及び投票用封筒を請求し ます。  

[不在者投票の場合］  

なお、 投票は   （ 市区町村） において行いたいので申し 添えます。  

令和○年○月○日 

   市 

山形 町 選挙管理委員会委員長 殿 

   村 

 

氏名 山形 太郎 性別 男・ 女 生年月日 
明治・ 大正 

昭和・ 平成 
 ○年 ○月 ○日 

現住所 山形市○○町○○－○○ 電話  

選挙人名簿に記載 

さ れている住所 

 

 

 

［ 現住所と 選挙人名簿に記載されている住所が異なり 、 かつ、 引き続き山形県内に住所を有する旨の証明書を持参していない場合］  

□ 引き 続き山形県内に住所を有するこ と の確認申請を行う 。  

（ 引き続き山形県内に住所を有するこ と の確認申請を行う 場合は、 □にレ印を付し てく ださ い）  

※「 選挙人名簿に記載さ れている住所」 は、 現住所と 異なる場合のみ記載し て下さ い。  

 

記 

 

期日前投票又は不在者投票の事由 

 ○ 仕事、 学業、 地域行事、 冠婚葬祭その他の用務に従事 

 ○ 用事又は事故のため、 投票所のある区域の外に外出・ 旅行・ 滞在 

 ○ 疾病、 負傷、 出産、 老衰、 身体障害等のため歩行が困難又は刑事施設等に収容 

 ○ 交通至難の島等に居住・ 滞在 

 ○ 住所移転のため、 本市町村以外に居住 

 ○ 天災又は悪天候により 投票所に行く こ と が困難 

 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  [事務処理欄] ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  

投票区 名 簿 番 号 

直・ 郵 

備 考 

 頁 行 
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記
載

例
３

 

請
求

書
 

 

選
挙

人
名

簿
に

記
載

さ
れ

て
い

る
住

所
 

選
挙

人
氏

名
 

生
年

月
日

 
備

考
 

○
○

県
○

○
市

○
○

町
○

－
○

○
 

松
 

波
 

太
 

郎
 

昭
和

○
○

年
○

月
○

日
 

 

○
○

県
○

○
市

○
○

町
○

－
○

○
 

大
 

山
 

花
 

子
 

昭
和

○
○

年
○

月
○

日
 

点
字

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
記

の
選

挙
人

は
、

令
和

○
年

○
月

○
日

執
行

の
○

○
○

○
選

挙
の

当
日

、
当

施
設

に
あ

る
た

め
、

当
施

設
に

お
い

て
投

票
す

る
見

込
み

で
あ

り
、

公
職

選
挙

法
施

行
令

第
50

条
第

4
項

の
規

定
に

よ
る

依
頼

が
あ

っ
た

の
で

、
上

記
の

選
挙

人
に

代
わ

っ
て

、
投

票
用

紙
及

び
不

在
者

投
票

用
封

筒
の

交
付

を
請

求
し

ま
す

。
 

令
和

○
年

○
月

○
日

 

住
 

所
 

○
○

市
○

○
町

○
○

番
○

○
号

 

施
設

名
 

○
○

病
院

 

職
 

名
 

院
長

 

氏
 

名
 

山
形

一
郎

 

○
○

市
選

挙
管

理
委

員
会

委
員

長
 

殿
 

 
備

考
１

 
選

挙
人

か
ら

点
字

の
申

出
の

依
頼

が
あ

っ
た

場
合

は
、

備
考

欄
に

「
点

字
」

と
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
２

 
都

道
府

県
の

議
会

の
議

員
又

は
長

の
選

挙
に

お
い

て
、

引
き

続
き

当
該

都
道

府
県

の
区

域
内

に
住

所
を

有
す

る
こ

と
の

確
認

を
申

請
す

る
場

合
は

、
備

考
欄

に

「
引

続
居

住
」

と
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
 

 
３

 
選

挙
の

期
日

の
公

示
又

は
告

示
の

日
前

に
請

求
を

す
る

場
合

に
は

、
選

挙
の

執
行

年
月

日
を

記
載

す
る

必
要

は
な

い
が

、
当

該
請

求
に

係
る

選
挙

を
指

定
す

る

文
言

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

署
名

又
は

記
名

押
印
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記載例４ －１  

不在者投票用外封筒 

投
票
年
月
日 

令
和 

○ 

年 

○ 

月 
 

日 

不
在
者
投
票
管
理
者
䥿
職
・
氏
名
䦀 

□ 

□ 

病 

院 
長 

山 

形 

一 

郎 

 

○ ○ 選 挙 

不在者投票 

（ 外 封 筒）  

投 

票 

者 

䥿
氏
名
䦀 

松 

波 

太 

郎 

䥿
代
理
投
票
の
仮
投
票
に
お
け
る
代
理
記
載
人
氏
名
䦀 

注
意 
投
票
者
欄
の
氏
名
は
必
ず
自
分
で
書
い
て
く
だ
さ
い
䣎 

選 挙 管 

理 委 員 

会 之 印 

□
在
外
選
挙
人
の
投
票
に
使
用 

䥿
在
外
選
挙
人
氏
名
䦀 

投
票
の
場
所 

山 

形 

県 

山 

形 
 

 
 

 
 

 
□
町
□
䤀
□ 

○
病
院 

○
室 

 

市 
 

 
村 

郡 
 

 

町 

立 
 

会 
 

人
䥿
署
名
䦀 

奥 

羽 

花 

子 

交
付
年
月
日 

 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

船
員
が
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
名 

 
 

県 

市 
 

 

村 
郡 

 
 

町 

交
付
市
町
村
名 

市 
 

 

村 

郡 
 

 

町 

選
挙
人
の
署
名 

不
在
者
投
票
管
理
者
が
記
載 

䥿
ゴ
ム
印
等
で
も
可
䦀 

立
会
人
の
署
名 

䥿
必
ず
立
会
人
本
人
が
自
署
䦀 

不
在
者
投
票
管
理
者
の
記
名 

䥿
ゴ
ム
印
等
で
も
可
䦀 

※注意 投票年月日、 投票場所及び不在者投票管理者氏名のいずれかの一つの記載を 欠く 場合、 ま たは選挙人の署名も し く

は立会人の署名を 欠く 場合は、 投票管理者のも と においてその投票は不受理と 決定さ れま すので注意し てく ださ い。 

・
選
挙
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松
波 

太
郎 

 

・
不
在
者
投
票
管
理
者 

 
 

 
 

 
 

 

山
形 

一
郎 

 

・
立
会
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

奥
羽 

花
子 

記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い 
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記載例４ －２  

代理投票及び代理投票の仮投票の場合の不在者投票用封筒  

投
票
年
月
日 

令
和 

○ 

年 

○ 

月 
 

日 

不
在
者
投
票
管
理
者
䥿
職
・
氏
名
䦀 

□ 

□ 

病 

院 
長 

山 

形 

一 

郎 

 

○ ○ 選 挙 

不在者投票 

（ 外 封 筒）  

投 

票 

者 

䥿
氏
名
䦀 

松 

波 

太 

郎 

䥿
代
理
投
票
の
仮
投
票
に
お
け
る
代
理
記
載
人
氏
名
䦀 

注
意 
投
票
者
欄
の
氏
名
は
必
ず
自
分
で
書
い
て
く
だ
さ
い
䣎 

選 挙 管 

理 委 員 

会 之 印 

□
在
外
選
挙
人
の
投
票
に
使
用 

䥿
在
外
選
挙
人
氏
名
䦀 

投
票
の
場
所 

山 

形 

県 

山 

形 
 

 
 

 
 

 
□
町
□
䤀
□ 

○
病
院 

○
室 

 

市 
 

 
村 

郡 
 

 

町 

立 
 

会 
 

人
䥿
署
名
䦀 

奥 

羽 

花 

子 

交
付
年
月
日 

 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

船
員
が
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
名 

 
 

県 

市 
 

 

村 
郡 

 
 

町 

交
付
市
町
村
名 

市 
 

 

村 

郡 
 

 

町 

代
理
記
載
人
に
お
い
て
記
載 

不
在
者
投
票
管
理
者
が
記
載 

䥿
ゴ
ム
印
等
で
も
可
䦀 

立
会
人
の
署
名 

䥿
必
ず
立
会
人
本
人
が
自
署
䦀 

不
在
者
投
票
管
理
者
の
記
名 

䥿
ゴ
ム
印
等
で
も
可
䦀 

出 

羽 

次 

郎 

・
選
挙
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松
波 

太
郎 

・
不
在
者
投
票
管
理
者 

 
 

 
 

 
 

 

山
形 

一
郎 

・
立
会
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

奥
羽 

花
子 

・
代
理
投
票
補
助
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
羽 

次
郎
䥿
代
理
記
載
を
す
る
者
䦀 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

羽
前 

三
郎 

代
理
投
票
の
仮
投
票
の
場
合

の
み
代
理
記
載
人
に
お
い
て

記
載 

記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い 
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記
載

例
５

 

 令
和

○
○

年
○

○
月

○
○

日
執

行
 

令
和

○
○

年
○

○
月

○
○

日
執

行
○

○
○

○
選

挙
代

理
投

票
（

仮
投

票
）

者
名

簿
 

（
市

町
村

名
 

○
 

○
 

市
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

病
院

・
施

設
名

 
○

○
病

院
 

月
 

日
 

投
票

区
（

選
管

で
記

入
）
 

選
 

挙
 

人
 

補
 

 
 

 
助

 
 

 
 

者
 

備
考

 

○
月

○
日

 
 

松
 

波
 

太
 

郎
 

Ａ
 

野
 

Ａ
 

男
 

Ｂ
 

野
 

Ｂ
 

子
 

 

○
月

○
日

 
 

大
 

山
 

花
 

子
 

Ｃ
 

野
 

Ｃ
 

男
 

Ｄ
 

野
 

Ｄ
 

子
 

仮
投

票
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記載例６  

令和○○年○○月○○日 

不在者投票特別経費請求書 
 

山形県知事 殿 

債権者住所    山形市○町○ー○ 

法人・ 団体名   ○○法人 ○○ホーム  

代表者の職・ 氏名 理事長 ○○○○   

 

金    ３ ７ ， ０ ８ ０  円 

（ ＠1, 236× 30 人： 内訳参照）  

 

 ただし 、 令和○○年○○月○○日執行の○○○○選挙における 不在者投票に要し た経費

と し て上記の金額を 請求し ま す。  

山形県会計局への債権者登録      有  ・   無 

※ 留意事項 

( 1)  債権者名と 不在者投票管理者名をそれぞれ記入し てく ださ い。（ 債権者と 不在者投票管理者

が別のケース がある ため。）  

( 2)  債権者は債権を請求する こ と のでき る 代表者を記入し てく ださ い。  

( 3)  口座名義人は、 通帳に記載さ れている と おり に記入し てく ださ い。  

( 4)  山形県会計局に債権者登録を し ている 場合は、 当該登録口座を記入し てく ださ い。  

( 5)  発行責任者と は、代表取締役、施設長など 施設内において権限の委任を受けた役職員です。  

施    設    名 ○○法人 ○○ホーム 

施 設 所 在 地 山形市○○町○－○ 

電  話  番  号 023－○○－○○ 

不在者投票管理者 

職 ・ 氏 名 
所長 ○○ ○○      

振替先金融機関名 

(金融機関名) 

 

○○銀行 

(本店・ 支店名) 

 

○○支店 

( 金融機関コ ード )  ○ ○ ○  ( 本店・ 支店コ ード )  ○ ○ ○ 

口 座 番 号 当・ 普 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

口座名義人 
カ ナ ○○ ○○ 

漢 字 ○○ ○○ 

発行責任者等 
発行責任者 ( 職名)   ○○ ○○  ( 氏名)  ○○ ○○   ( 連絡先) ○○○-○○○ 

担当者 ( 職名)   ○○ ○○  ( 氏名)  ○○ ○○   ( 連絡先) ○○○-○○○ 

原則と し て、「 口座名義人」 と 同じ

代表者の職・ 氏名と し てく ださ い。 

「 有」 の場合、 債権者・ 口座名
義人・ 口座番号は登録内容と 同
じ も のを指定し てく ださ い。  

（ 法人・ 団体名） と（ 代表者の職・ 氏名）

を記載し てく ださ い。  
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不在者投票特別経費請求 市町村別不在者投票者数内訳 

法人・ 団体名  ○○法人 ○○ホーム   

市 町 村 名 
投 票 用 紙 

交 付 請 求 者 数 
棄 権 者 数 投 票 者 数 （ 人 ）  

○○市 22 2 20 

○○町 5 0 5 

○○村 8 3 5 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

計 35 5 30 

※ 「 不在者投票をし た選挙人」 を市町村別に集計し て、 記入し てく ださ い。  

※ 欄が足り ない場合は、 同様の欄を 設けた用紙に記載し て添付いただいても 結構です。  
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〈 入所者向けの不在者投票手続周知文書の例〉  

 

不在者投票をさ れる 方へ 

 

 令和○年○月○日に執行さ れる ○○選挙の不在者投票を、 ○月○日に○○室で行いま す。 詳し い

こ と は当日にお知ら せし ま すが、 不在者投票は次の手順で行われま すので、 当日ま でに次のこ と を

よ く 読んでおいてく ださ い。  

 

１ ． 投票場所に入っ たら 、 ま ず交付係（ 庶務係） へ行き 、 本人かどう かの確認を受けたう えで投

票用紙等を受け取ってく ださ い。  

 ご自分で投票用紙等を請求さ れた方は、 交付係（ 庶務係） に不在者投票証明書と 投票用紙等

を提示し 、 確認を受けてく ださ い。 なお、 事前に投票用紙に候補者の氏名等を書いておく こ と

はでき ま せん。  

 ま た、 ご自分で投票用紙に書く こ と ができ ない（ 代理投票を希望さ れる ） 方や、 点字での投

票を希望さ れる 方は、 その旨を申し 出て、 係の指示に従ってく ださ い。  

 

２ ． 次に投票記載台（ 所定の記載場所） へ行き 、 投票用紙に候補者１ 人の氏名（ 衆議院比例代表

選挙の場合は１ つの名簿届出政党等の名称又は略称、 参議院比例代表選挙の場合は候補者名簿

に記載さ れた候補者１ 人の氏名又は１ つの名簿届出政党等の名称若し く は略称）を記載し ま す。

記載し 終わったら それを内封筒に入れて封をし 、 その後で外封筒に入れて封をし 、 外封筒の表

面に署名をし てく ださ い。  

 

 署名がなければ、 投票は受理さ れま せん。  

 

３  ． 署名が済んだら 、 不在者投票管理者のと こ ろへ行き ま す。（ 提出し ま す。）  

 そこ では、 外封筒に不在者投票管理者が必要事項を記載し 、 立会人が署名をし ま す。  

 

（ ４  ． あと は投票箱へ入れ、 投票所を出て、 投票は終わり になり ま す。）  

 

※投票し ている 間は私語を慎み、 ま わり の投票人に迷惑になら ないよ う にし ま し ょ う 。  
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せっ かく の投票を無効にし ないために 

 

 不在者投票は、 投票当日投票所において投票をする と いう 一般投票の原則の例外である ため、 手

続が厳密であり 、 手続等に不備な点があれば、 せっかく の投票が無効になっ てし ま う こ と があり ま

す。 こ の事務を処理さ れる 不在者投票管理者（ 指定施設の長） にあっては、 次の「 不在者投票事務

チェ ッ ク 表」 を活用さ れ、 公正な事務処理をお願いし ま す。  

 

不在者投票事務チェ ッ ク 表 

確     認     事     項 確 認 欄 備  考 

１ ． 不在者投票管理者（ 指定施設の長） が投票用紙等の代理請

求を行ったか 

  

２ ．投票用紙等の送付を受けたか（ 送付さ れた投票用紙の種類

と 請求し た種類が一致し ている か）  

  

３ ． 投票記載場所の設備 

( 1)  選挙人の投票の記載が他から 見えないよ う 設備し たか 

  

( 2)  候補者の氏名等を記載し たポス タ ー等が掲示さ れてい

ないか 

  

４ ． 投票の立会人を 選任し たか   

５ ． 投票の手続 

( 1) 選挙人に、 自書し た投票用紙を内封筒に入れ封をさ せ、

さ ら に外封筒に入れて封をさ せたか 

 代理投票及び代

理投票の仮投票

の場合8ﾍ゚ ｼー゙ ～ 

( 2)  不在者投票用外封筒の表面に選挙人が署名（ 必ず自署

のこ と ） し たか 

 点字投票の場合

は点字によ っ て

氏名が記載さ れ

ている か 

( 3)  不在者投票用外封筒の裏面の記載 

① 投票年月日及び投票場所を記載し たか 

  

② 不在者投票管理者（ 指定施設の長） の職、 氏名を記載

し たか 

  

③ 立会人の署名（ 必ず自署のこ と ） は済んだか   

６ ． 投票の送致 

( 1)  投票済の投票は、 選挙人が登録さ れている 選挙人名簿

の属する 選挙管理委員会ご と にそれぞれ送致用封筒に入

れたか 

  

( 2)  送致用封筒の表面に投票が在中する 旨の記載をし たか   

( 3)  送致用封筒裏面に不在者投票管理者（ 指定施設の長）

の氏名を記載し 、 印を押し たか 

  

( 4)  投票は選挙人が登録さ れている 選挙人名簿の属する 選

挙管理委員会の委員長へ  月  日ま でに到着する よ

う 送付し たか 
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山形県内市町村選挙管理委員会事務局一覧（ 令和８ 年６ 月現在）  

市 町 村 名 郵便番号 所      在      地 電 話 番 号 

市 

山 形 市 990－8540 山形市旅篭町二丁目３ 番 25 号 023－641－1212 

米 沢 市 992－8501 米沢市金池五丁目２ 番 25 号 0238－22－5120 

鶴 岡 市 997－8601 鶴岡市馬場町９ 番 25 号 0235－35－1766 

酒 田 市 998－8540 酒田市本町二丁目２ 番 45 号 0234－26－5765 

新 庄 市 996－8501 新庄市沖の町 10 番 37 号 0233－29－5845 

寒 河 江 市 991－8601 寒河江市中央一丁目９ 番 45 号 0237－85－1387 

上 山 市 999－3192 上山市河崎一丁目１ 番 10 号 023－672－1111 

村 山 市 995－8666 村山市中央一丁目３ 番６ 号 0237－55－2111 

長 井 市 993－8601 長井市栄町１ 番１ 号 0238－82－8002 

天 童 市 994－8510 天童市老野森一丁目１ 番１ 号 023－654－1111 

東 根 市 999－3795 東根市中央一丁目１ 番１ 号 0237－42－1111 

尾 花 沢 市 999－4292 尾花沢市若葉町一丁目２ 番３ 号 0237－22－1111 

南 陽 市 999－2292 南陽市三間通 436 番地の１  0238－40－8536 

東村山郡 
山 辺 町 990－0392 東村山郡山辺町緑ケ丘５ 番地 023－667－1111 

中 山 町 990－0492 東村山郡中山町大字長崎 120 番地 023－662－2111 

西村山郡 

河 北 町 999－3511 西村山郡河北町谷地戊 81 番地 0237－73－2111 

西 川 町 990－0792 西村山郡西川町大字海味 510 番地 0237－74－2111 

朝 日 町 990－1442 西村山郡朝日町大字宮宿 1115 番地 0237－67－2111 

大 江 町 990－1101 西村山郡大江町大字左沢 882 番地の１  0237－62－2111 

北村山郡 大 石 田 町 999－4112 北村山郡大石田町緑町１ 番地 0237－35－2111 

最上郡 

金 山 町 999－5402 最上郡金山町大字金山 324 の１  0233－29－5600 

最 上 町 999－6101 最上郡最上町大字向町 644 番地 0233－43－2111 

舟 形 町 999－4601 最上郡舟形町舟形 263 番地 0233－32－2111 

真 室 川 町 999－5312 最上郡真室川町大字新町 124 番４  0233－62－2054 

大 蔵 村 996－0212 最上郡大蔵村大字清水 2528 番地 0233－75－2111 

鮭 川 村 999－5292 最上郡鮭川村大字佐渡 2003 番の７  0233－55－2111 

戸 沢 村 999－6401 最上郡戸沢村大字古口 270 番地 0233－72－2111 
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市 町 村 名 郵便番号 所      在      地 電 話 番 号 

東置賜郡 
高 畠 町 992－0392 東置賜郡高畠町大字高畠 436 番地 0238－52－3154 

川 西 町 999－0193 東置賜郡川西町大字上小松 977 番地１  0238－42－6689 

西置賜郡 

小 国 町 999－1363 西置賜郡小国町大字小国小坂町二丁目 70 番地 0238－62－2112 

白 鷹 町 992－0892 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲 833 番地 0238－85－6120 

飯 豊 町 999－0696 西置賜郡飯豊町大字椿 2888 番地 0238－87－0520 

東田川郡 
三 川 町 997－1301 東田川郡三川町大字横山字西田 85 番地 0235－35－7009 

庄 内 町 999－7781 東田川郡庄内町余目字町 132 番地 1 0234－42－0128 

飽海郡 遊 佐 町 999－8301 飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴 202 番地 0234－72－5880 

※ 電話番号は主に市町村役場の代表番号 

 

 

＜参考＞山形県選挙管理委員会事務局関係 

機  関  名 所   在   地 電 話 番 号 

村 山 地 方 事 務 局 

（ 村 山 総 合 支 庁 総 務 課 内 ）  

〒990－2492 

山形市鉄砲町二丁目 19 番 68 号 
023－621－8107 

最 上 地 方 事 務 局 

（ 最 上 総 合 支 庁 総 務 課 内 ）  

〒996－0002 

新庄市金沢字大道上 2034 
0233－29－1206 

置 賜 地 方 事 務 局 

（ 置 賜 総 合 支 庁 総 務 課 内 ）  

〒992－0012 

米沢市金池七丁目１ －50 
0238－26－6100 

庄 内 地 方 事 務 局 

（ 庄 内 総 合 支 庁 総 務 課 内 ）  

〒997－1392 

東田川郡三川町大字横山字袖東 19－１  
0235－66－5417 

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 
〒990－8570 

山形市松波二丁目８ 番１ 号 
023－630－2081 
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